
�愛媛県規則第６２号
愛媛県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１５年９月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規

則

愛媛県環境影響評価条例施行規則（平成１１年愛媛県規則第

２７号）の一部を次のように改正する。

別表第１ １の項�事業の要件の欄中「第２条第６号」を
「第２条第７号」に、「同条第７号」を「同条第８号」に、

「同条第８号」を「同条第９号」に改め、同項�同欄中「緑
資源公団法施行令（昭和３１年政令第２１８号）第１９条第１項第

２号に規定する大規模林道事業その他の」を削り、「新設」

を「開設又は改良」に改め、同表２の項�同欄中「水資源開
発公団」を「独立行政法人水資源機構」に改める。

別表第７ ７の項中「昭和３２年法律第１３２号」を「昭和３２

年法律第１６１号」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１

１の項�及び２の項�の改正規定は、平成１５年１０月１日から
施行する。

�������
�愛媛県規則第６３号
公衆浴場法施行細則及び旅館業法施行細則の一部を改正す

る規則を次のように定める。

平成１５年９月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

公衆浴場法施行細則及び旅館業法施行細則の一部を改

正する規則

（公衆浴場法施行細則の一部改正）

第１条 公衆浴場法施行細則（昭和２３年愛媛県規則第６７号）

の一部を次のように改正する。

第１条第２項中第３号を第５号とし、第２号を第４号と

し、第１号を第３号とし、同号の前に次の２号を加える。

� 構造設備が公衆浴場設置等の基準等に関する条例（

昭和２５年愛媛県条例第２４号。以下「条例」という。）

に規定する基準に適合する旨を具体的に記載した書類

� 法人にあつては、定款又は寄附行為の写し

第１条第２項に次の１号を加える。

� 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第９項に規

定する給水装置により供給される水以外の湯水を浴用

に供する場合にあつては、当該湯水が第５条第１号の

原水に係る水質基準に適合していることを証する書類

第２条第２項に後段として次のように加える。
き

この場合において、その申請が許可証の毀損に係るも

のであるときは、その許可証を添付しなければならない

。

第２条に次の１項を加える。

３ 営業者は、前項の規定により許可証の再交付を受けた

後、亡失した許可証を発見したときは、直ちに知事にそ

の許可証を返納しなければならない。

本則に次の１条を加える。

（水質基準）

第５条 条例第５条第１項第７号の規則で定める水質基準

は、次のとおりとする。

� 原水は、次の表の左欄に掲げる事項ごとに同表の右

欄に掲げる方法により行う検査において、同表の中欄

に掲げる基準に適合するものであること。ただし、原

水の性質により同表の１の項から４の項までに掲げる

基準に適合させることができない場合であつて、かつ

、衛生上危害を生じるおそれがないときは、これらの

基準によらないことができる。

発 行 愛 媛 県
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１ 色度 ５度以下である

こと。

比色法又は透過光

測定法

２ 濁度 ２度以下である

こと。

比濁法、透過光測

定法、積分球式光

電光度法、散乱光

測定法又は透過散

乱法

３ 水素イ

オン濃度

指数（ｐ

Ｈ）

５．８以上８．６以

下であること。

ガラス電極法又は

比色法

４ 有機物

等〈過マ

ンガン酸

カリウム

消費量）

１リットルにつ

き１０ミリグラム

以下であること

。

滴定法

５ 大腸菌

群

検出されないこ

と。

乳糖ブイヨン－ブ

リリアントグリー

ン乳糖胆汁ブイヨ

ン培地法又は特定

酵素基質培地法

６ レジオ

ネラ属菌

１００ミリリット

ルにつき１０ＣＦ

Ｕ未満であるこ

と。

冷却遠心濃縮法又

はろ過濃縮法

備考 この表の５の項中欄中「検出されないこと」と
は、同項の右欄に掲げる方法により測定した場合
において、その結果が当該方法の定量限界を下回
ることをいう。

� 浴槽水は、次の表の左欄に掲げる事項ごとに同表の

右欄に掲げる方法により行う検査において、同表の中

欄に掲げる基準に適合するものであること。ただし、

浴槽水に用いる湯水の性質により同表の１の項又は２

の項に掲げる基準に適合させることができない場合で

あつて、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないとき

は、これらの基準によらないことができる。

１ 濁度 ５度以下である
こと。

比濁法、透過光測
定法、積分球式光
電光度法、散乱光
測定法又は透過散
乱法

２ 有機物
等（過マ
ンガン酸
カリウム
消費量）

１リットルにつ
き２５ミリグラム
以下であること
。

滴定法

３ 大腸菌
群

１ミリリットル
につき１個以下
であること。

下水の水質の検定
方法等に関する省
令（昭和３７年厚生
省・建設省令第１
号）第６条に規定
する検定方法（試
料は、希釈しない
こと。）

４ レジオ

ネラ属菌

１００ミリリット

ルにつき１０ＣＦ

Ｕ未満であるこ

と。

冷却遠心濃縮法又

はろ過濃縮法

様式第１号中

管理者
住 所

氏 名

「

」

を

管理者
住 所

氏 名

衛生管理

責任者

住 所

氏 名

「

」

に改め、同様式注５に次のように加える。

� 水道法〈昭和３２年法律第１７７号）第３条第９項

に規定する給水装置により供給される水以外の湯

水を浴用に供する場合にあつては、当該湯水が公

衆浴場法施行細則（昭和２３年愛媛県規則第６７号）

第５条第１号の原水に係る水質基準に適合してい

ることを証する書類

（旅館業法施行細則の一部改正）

第２条 旅館業法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第５０号）の

一部を次のように改正する。

第１条に次の１号を加える。

� 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第９項に規

定する給水装置により供給される水以外の湯水を浴用

に供する場合にあつては、当該湯水が第１０条第１号の

原水に係る水質基準に適合していることを証する書類

第２条中「第７条第３項」を「第７条第５項」に改める

。

第１０条に見出しとして「（書類の経由）」を付し、同条

を第１１条とし、第９条の次に次の１条を加える。

（水質基準）

第１０条 旅館業法施行条例（昭和３２年愛媛県条例第４４号。

以下「条例」という。）第４条の表第３の項第３号の規

則で定める水質基準は、次のとおりとする。

� 原水は、次の表の左欄に掲げる事項ごとに同表の右

欄に掲げる方法により行う検査において、同表の中欄

に掲げる基準に適合するものであること。ただし、原

水の性質により同表の１の項から４の項までに掲げる

基準に適合させることができない場合であつて、かつ

、衛生上危害を生じるおそれがないときは、これらの

基準によらないことができる。

１ 色度 ５度以下である

こと。

比色法又は透過光

測定法

２ 濁度 ２度以下である

こと。

比濁法、透過光測

定法、積分球式光

電光度法、散乱光

測定法又は透過散

乱法

愛 媛 県 報平成１５年９月３０日 第１４９６号

１００２



告 示

３ 水素イ

オン濃度

指数（ｐ

Ｈ）

５．８以上８．６以

下であること。

ガラス電極法又は

比色法

４ 有機物

等（過マ

ンガン酸

カリウム

消費量）

１リットルにつ

き１０ミリグラム

以下であること

。

滴定法

５ 大腸菌

群

検出されないこ

と。

乳糖ブイヨン－ブ

リリアントグリー

ン乳糖胆汁ブイヨ

ン培地法又は特定

酵素基質培地法

６ レジオ

ネラ属菌

１００ミリリット

ルにつき１０ＣＦ

Ｕ未満であるこ

と。

冷却遠心濃縮法又

はろ過濃縮法

備考 この表の５の項中欄中「検出されないこと」と
は、同項の右欄に掲げる方法により測定した場合
において、その結果が当該方法の定量限界を下回
ることをいう。

� 浴槽水は、次の表の左欄に掲げる事項ごとに同表の

右欄に掲げる方法によって行う検査において、同表の

中欄に掲げる基準に適合するものとする。ただし、浴

槽水に用いる湯水の性質により同表の１の項又は２の

項に掲げる基準に適合させることができない場合であ

つて、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないときは

、これらの基準によらないことができる。

１ 濁度 ５度以下である

こと。

比濁法、透過光測

定法、積分球式光

電光度法、散乱光

測定法又は透過散

乱法

２ 有機物

等（過マ

ンガン酸

カリウム

消費量）

１リットルにつ

き２５ミリグラム

以下であること

。

滴定法

３ 大腸菌

群

１ミリリットル

につき１個以下

であること。

下水の水質の検定

方法等に関する省

令（昭和３７年厚生

省・建設省令第１

号）第６条に規定

する検定方法（試

料は、希釈しない

こと。）

４ レジオ

ネラ属菌

１００ミリリット

ルにつき１０ＣＦ

Ｕ未満であるこ

と。

冷却遠心濃縮法又

はろ過濃縮法

様式第１号中

旅館業法（昭和２３年法律第１３８号
）第３条第２項各号該当の有無

有・無
「

」

を

旅館業法（昭和２３年法律第１３８号
）第３条第２項各号該当の有無

有・無

浴場の衛生
管理責任者

住 所

氏 名

「

」

に改め、同様式注４に次のように加える。

� 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第９項

に規定する給水装置により供給される水以外の湯

水を浴用に供する場合にあつては、当該湯水が旅

館業法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第５０号）第

１０条第１号の原水に係る水質基準に適合している

ことを証する書類

様式第２号注２中「第７条第３項」を「第７条第５項」に

改める。

附 則

この規則は、平成１５年１０月１日から施行する。

�愛媛県告示第１８９３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、松山市長から次のとおり町の区域を新たに画する旨

の届出があった。

上記の処分は、平成１５年１１月２５日から効力を生ずる。

平成１５年９月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

別図１の区域をもって別図２のとおり町の区域を新たに画

する。

愛 媛 県 報平成１５年９月３０日 第１４９６号

１００３



別図１

実施区域及び現町界町名図

愛 媛 県 報平成１５年９月３０日 第１４９６号

１００４



別図２

新町界町名図
（新町界は、別表のとおり）

町界は、南北線は東側の側線
東西線は南側の側線

愛 媛 県 報平成１５年９月３０日 第１４９６号

１００５
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�愛媛県告示第１８９４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、宇和島市長から次のとおり町の区域を新たに画する

旨の届出があった。

上記の処分は、平成１５年１０月１４日から効力を生ずる。

平成１５年９月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

別図１の区域をもって別図２のとおり町の区域を新たに画

する。

別 表

新町の名称 新 町 の 区 域

東石井一丁目 小野川の南側線、川附川の南側線、東石井町１９２の１の西側筆界線、東石井町１９２の１及び１９２の７の北側筆界線、東石井町１９０の
１の西側筆界線、東石井町１８９の北側筆界線、東石井町１９０の１の東側筆界線、東石井町１８７の１に隣接する道路である国有地の
北側線、東石井町１８７の３の西側筆界線、東石井町１８７の３の北側筆界線、東石井町１８７の３の東側筆界線、東石井町１８７の３の南
側筆界線、市道石井１号線の東側線、東石井町１５２の１、１５２の３及び１６６の４に隣接する水路である国有地に隣接する道路であ
る国有地の東側線、東石井町４４６の４及び４４６の７に隣接する道路である国有地の北側線、東石井町４４６の４及び４４６の７に隣接す
る道路である国有地の東側線、市道石井２７７号線の東側線並びに東石井町４３７の３の東側筆界線で囲まれた区域

東石井二丁目 東石井町乙６の１の南側筆界線、東石井町乙６の１の西側筆界線、東石井町６２７の３に隣接する道路である国有地の南側線、東
石井町６２７の３、６２７の４、６３１の２、６３１の３、６３２の５、６３２の６、６３３の１３、６３３の１４、６３８の１及び６３８の５に隣接する道路であ
る国有地の西側線、東石井町乙４１の７０、乙４１の７１及び乙４１の８１から乙４１の８３までの南側筆界線、東石井町乙４１の８１の西側筆界線
、東石井町乙４０の３、乙５６の１１及び乙５６の１４の南側筆界線、東石井町乙５６の１１の西側筆界線、東石井町乙７２、乙８１及び乙８３に隣
接する道路である国有地の南側線、東石井町乙７５の１に隣接する道路である国有地の東側線、東石井町乙７５の１及び乙７５の２に
隣接する道路である国有地の南側線、東石井町３５７の１から３５７の３まで、３５７の５及び３５８に隣接する水路である国有地に隣接す
る道路である国有地の東側線、東石井町３５８に隣接する道路である国有地の南側線、東石井町３５８に隣接する道路である国有地の
西側線、東石井町３５０の１、３５０の４、３５６の１及び３５６の４に隣接する道路である国有地の南側線、市道石井３６号線の南側線、市
道石井２６０号線の南側線、国道３３号線の東側線並びに小野川の南側線で囲まれた区域

東石井三丁目 市道石井２９号線の南側線、国道３３号線の東側線、市道石井２６０号線の南側線、市道石井３６号線の南側線、東石井町３６８、３６９の１
及び３６９の５に隣接する道路である国有地の南側線、東石井町３６８に隣接する水路である国有地の東側線、東石井町３５９の１及び
３６７に隣接する水路である国有地の北側線、東石井町１１５の３の西側筆界線、東石井町１１５の３の北側筆界線、東石井町乙７５の４
の西側筆界線、東石井町乙７３の１、乙７４の１及び乙７５の４に隣接する道路である国有地の南側線、東石井町乙４０の１、乙４９の１
、乙５０の４及び乙５６の１の北側筆界線、東石井町乙４０の１の東側筆界線、東石井町乙３５及び乙３９の１に隣接する道路である国有
地の北側線、東石井町乙３５及び乙１３４の北側筆界線、東石井町乙１３４から乙１３７までの東側筆界線、東石井町乙１３８の北側筆界線、
東石井町乙１３８の東側筆界線、東石井町乙５の北側筆界線並びに小野川の西側線で囲まれた区域

東石井四丁目 東石井町１に隣接する道路である国有地の南側線、越智町１７８の２、１７８の１４から１７８の１９まで、１７８の４２、１７８の４４及び１７８の４５に
隣接する道路である国有地の南側線、市道石井１６３号線の南側線、東石井町１６及び４３の１に隣接する道路である国有地に隣接す
る水路である国有地の東側線、東石井町１３、１４、１５の１、１５の２及び１６に隣接する道路である国有地の東側線、市道石井２５号線
の南側線、国道３３号線の東側線、市道石井２９号線の南側線、市道石井１７２号線の東側線、越智町１７８の３２、１７８の３９及び１７８の４１に
隣接する道路である国有地に隣接する水路である国有地の東側線、越智町１７８の２に隣接する水路である国有地の東側線並びに
東石井町１に隣接する水路である国有地の東側線で囲まれた区域

東石井五丁目 市道石井２９号線の南側線、市道石井４３号線の東側線、東石井町４０５の２、４０７の１、４０７の４、４１０、４１１の１及び４１１の２の西側筆
界線、東石井町４０６の南側筆界線、東石井町４０６の西側筆界線、市道石井４３号線の東側線、東石井町２７７の１から２７７の３まで及び
２７８の１の西側筆界線、東石井町２７５の２、２７６の２及び２７７の２に隣接する道路である国有地の南側線、小野川の南側線並びに国
道３３号線の東側線で囲まれた区域

東石井六丁目 県道久米垣生線の南側線、北土居町５９８の５の南側筆界線、県道久米垣生線の南側線、市道石井４３号線の東側線、市道石井２９号
線の南側線及び国道３３号線の東側線で囲まれた区域

東石井七丁目 居相町４の４、４の５、５の４、６の１、６の４、７の１、７の５、７の６、８の１、８の５及び８の８に隣接する道路である
国有地の南側線、居相町９の１、１０の１、１１及び１２の１に隣接する水路である国有地に隣接する道路である国有地の南側線、居
相町１２の１の西側筆界線、居相町２５、２７の２の南側筆界線、居相町２５の西側筆界線、居相町２６の南側筆界線、居相町２６の西側筆
界線、居相町２６及び２７の３の北側筆界線、居相町２７の１、３３の１及び３３の３に隣接する道路である国有地の東側線、東石井町６９
０の１、６９０の２、６９１の１、６９１の３、６９１の７、６９１の８、６９１の１０、６９１の１１、６９１の１３、７０４の７、７０８の１、７０８の４、７０８の５
及び７０９の４に隣接する道路である国有地の東側線、県道久米垣生線の南側線、市道石井６５号線の東側線、東石井町６６３の２の東
側筆界線並びに市道石井６５号線の東側線で囲まれた区域

愛 媛 県 報平成１５年９月３０日 第１４９６号
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�愛媛県告示第１８９５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、宇和島市長から次のとおり町の区域を変更する旨の

届出があった。

上記の処分は、平成１５年１０月１４日から効力を生ずる。

平成１５年９月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８９６号
愛媛県青少年保護条例（昭和４２年愛媛県条例第２０号）第５条第２項の規定に基づき、次の図書類等を青少年の健全な育成を

阻害するおそれのある図書類等として指定する。

平成１５年９月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

図書類等

（別 表）

町の区域の表示

新町の名称 新町の読み方 新 町 の 区 域

明倫町一丁目 めいりんちょう
いっちょうめ

県道無月宇和島線の北側線、新内港南側線、来村川の東側線で囲まれた区域

明倫町二丁目 めいりんちょう
にちょうめ

一般国道５６号宇和島道路の南東側線、同道路の南側線、来村川の東側線、県道無月宇和島線の北西側線、桝
形町三丁目乙１９７６の２の西側筆界線の延長線、県道無月宇和島線の南東側線で囲まれた区域

明倫町三丁目 めいりんちょう
さんちょうめ

一般国道５６号宇和島道路の南東側線、市道桝形町１２号線の東側線、市道丸之内明倫町線の南側線で囲まれた
区域

明倫町四丁目 めいりんちょう
よんちょうめ

一般国道５６号宇和島道路の南側線、市道丸之内明倫町線の南側線、市道文京町１号線の南東側線、市道明倫
町５号線の南西側線で囲まれた区域

明倫町五丁目 めいりんちょう
ごちょうめ

一般国道５６号宇和島道路の南側線、市道明倫町５号線南西側線、市道文京町１号線の南側線、明倫町乙１９４０
の２の南側及び東側筆界線、明倫町乙１９４０の１の東側及び南側筆界線、明倫町乙１９３２の１の南側筆界線及びそ
の延長線、市道京町明倫町線の西側線で囲まれた区域

町の名称
左記の区域に編入する区域

摘 要
町 名 地 番

明倫町二
丁目

桝形町三
丁目

乙１９７５の３、乙１９７６の２、乙１９７６の６
から乙１９７６の８まで、乙１９７９の１３及び
乙１９７９の１５

これに伴
う道路、
水路等を
含む。

種 別 番 号 名 称 号別又は発行
年月日 発 行 者 指 定 の 理 由

雑誌 １５‐０５７ ＵＲＥＣＣＯ １０ 月 号 ミ リ オ ン 出 版 著しく性的感情を刺激し、又は

著しく粗暴性残虐性を有し、青

少年の健全な育成を阻害するお

それがある。

〃 １５‐０５８ オレンジ通信 １０ 月 号 � 東 京 三 世 社

〃 １５‐０５９ スクールガールズ ＶＯＬ．２ １０月号増刊 � 英 和 出 版 社

〃 １５‐０６０ Ｓｔｉｎｇｅｒ １０ 月 号 ワ ニ マ ガ ジ ン 社

〃 １５‐０６１ ｄｉｖａ 美竹涼子 ＶＯＬ．０５ マ イ ウ ェ イ 出 版 �

〃 １５‐０６２ ニャン２倶楽部Ｚ １０ 月 号 � コ ア マ ガ ジ ン

〃 １５‐０６３ ＢＡＺＯＯＮ ＶＯＬ．１ � 英 和 出 版 社

〃 １５‐０６４ ＢＩＪＹＯ ＧＥＴ’Ｓ ｖｏｌ．１ １０月増刊号 � 桃 園 書 房

〃 １５‐０６５ め・き・ら ＴＨＥ３Ｐ １０月号増刊 � 英 和 出 版 社

〃 １５‐０６６ ランギャル ＶＯＬ．５ １０月号増刊 雄 出 版 �

〃 １５‐０６７ リップメイト １０ 月 号 � メ デ ィ ア ッ ク ス

〃 １５‐０６８ コミック ジャンボ １０ 月 号 � 桃 園 書 房

愛 媛 県 報平成１５年９月３０日 第１４９６号
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�愛媛県告示第１８９７号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１５年９月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８９８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年９月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

〃 １５‐０６９ 漫画 人妻うずき盛り １０月増刊号 辰 巳 出 版 �

〃 １５‐０７０ ｃｏｍｉｃ ＰＯＴ １０ 月 号 � メ デ ィ ア ッ ク ス

〃 １５‐０７１ 月刊ＣＯＭＩＣ 夢雅 １０ 月 号 � 桜 桃 書 房

ビデオ
テープ １５‐０７２ 彼女たちのＳＥＸ事情「ゆみ」の事情 ｋｓ‐００３ Ｒ ｅ ａ ｓ ｏ ｎ

ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ

〃 １５‐０７３ 中出しＯＬ ＶＯＬ．１ オフィスの美人性欲処
理嬢 ＮＤＯ‐０１ Ｍ Ｉ Ｌ Ｋ

〃 １５‐０７４ 中に出して下さい 星名真咲 ＨＧＩ‐０１ ＨＩＧＨ ＬＩＧＨＴ

〃 １５‐０７５ Ｐｒｉｖａｔｅ１ 美少女篠原真由美 ＦＦＤ‐００１ Ｆ Ｆ Ｄ

〃 １５‐０７６ 手コキ。Ｆｉｌｅ．４ …安西純奈の場合。 ＭＧＭ‐０４ ♀神プロダクション

〃 １５‐０７７ 欲張り姫 浅倉みるく ＵＷＹ‐００１ ユ ー ス ウ エ ス ト

ＤＶＤ １５‐０７８ 立河みゆ 序章 ＭＤＳ‐１４７ �メディアステーション

〃 １５‐０７９ ラブひめ ４時間 ＳＰＥＣＩＡＬ ＭＩＸ２ ＢＭＤ‐２３９ ビ ッ グ モ ー カ ル �

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

市立八幡浜総合
病院

八幡浜市大字大平１番
耕地６３８ 八幡浜市

平成１８年
９月２４日
まで

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

マルヨシセンター余戸
店

松山市余戸東一丁目
８９番地１外 大規模小売店舗において小

売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時

閉店時刻
午後１０時

開店時刻
午前９時

閉店時刻
午後１２時

平成１５年
９月２１日

平成１５年
９月９日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４５分から
午後１０時１５分まで

午前８時４５分から
午前０時１５分まで

愛 媛 県 報平成１５年９月３０日 第１４９６号

１０１０
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�愛媛県告示第１８９９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定をする。

平成１５年９月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

西宇和郡保内町宮内６番耕地８９５の１、６番耕地８９５

の２、６番耕地８９６の１、６番耕地８９６の３、６番耕地

８９６の４、６番耕地９１７、６番耕地９１８、６番耕地９３２

、７番耕地３３、７番耕地３７

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

越智郡朝倉村大字朝倉上甲１から甲３まで、甲４の１

、甲５、甲６、甲８の１、甲８の２、甲９、甲１０、甲１８

、甲１９、甲２３、甲２６の１、甲２６の２、甲２８、甲３０、甲３２

、甲３３、甲３５から甲３７まで、甲４３の２、甲４３の４、甲５３

の３、甲５５、甲７３の１、甲７５の２、甲７６、甲７７、甲２９５６

、甲２９６０、甲２９８９、乙５、乙８、乙１２の１、乙１４の１、

乙１４の２、乙１７、乙２１の１、乙２３の１、乙６８

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林の所在場所

八幡浜市日土町字王伝美羅８番耕地３５３３の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並

びに八幡浜市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供す

る。）

�������
�愛媛県告示第１９００号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、伊方町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１５年９月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

伊方町

西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地の１

代表者 伊方町長 中元清吉

西宇和郡伊方町仁田之浜１２５０番地の１

２ 埋立区域

� 位置

西宇和郡伊方町二見字鳥津乙９６９番５から同字小鳥津

乙１１５６番３に至る地先公有水面

� 区域

次の�の地点から�の地点までを順次直線で結んだ線
並びに�の地点と�の地点を結ぶ春分及び秋分の満潮位
（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．３０メートル）における公有水面と陸

地との境界線により囲まれた区域

基点（西宇和郡伊方町二見字鳥津越乙１０３７番１の国土

地理院三等三角点二見）は、北緯３３度２８分２３．９１５３秒、

東経１３２度１７分２９．３９９５秒の地点

�の地点は、基点から真北３１７度０３分０８秒８０５．３９メー
トルの地点

�の地点は、�の地点から真北５６度４９分５０秒６３．３２メ
ートルの地点

�の地点は、�の地点から真北１４６度４９分５０秒３．１０メ
ートルの地点

�の地点は、�の地点から真北５６度４９分５０秒４９．９１メ
ートルの地点

�の地点は、�の地点から真北３２６度４９分５０秒３．１０メ
ートルの地点

�の地点は、�の地点から真北３５３度０７分４２秒０．７９メ
ートルの地点

�の地点は、�の地点から真北８３度０７分４２秒３．１０メー
トルの地点

	の地点は、�の地点から真北３５３度０７分４２秒２３．３５
メートルの地点


の地点は、	の地点から真北２６３度０７分４２秒３．１０メ
ートルの地点

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�の地点は、�の地点から真北３５３度０７分４２秒１．８６メ
ートルの地点

�の地点は、�の地点から真北８３度０７分４２秒１９．８０メ
ートルの地点

�の地点は、�の地点から真北３５３度０７分４２秒２０．００
メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北８３度０７分４２秒２６．９４メ
ートルの地点

� 面積

５，０９５．５５平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１１年３月１６日 愛媛県指令港第７３号

４ しゅん功認可年月日

平成１５年９月３０日

�愛媛県告示第１９０１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基

づき、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実

施する旨の通知があった。

平成１５年９月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（世界測地系への移行に伴う基準点

改測作業）

２ 作業期間 平成１５年１０月６日から

平成１６年３月２５日まで

３ 作業地域 南宇和郡 城辺町、御荘町、一本松町

�愛媛県告示第１９０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９０４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年９月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久米垣生線
松山市越智町３０９番１２から

同市北土居町５９８番５まで

旧 ８．８～２８．４ ０．２３７

新 １５．０～４５．０ ０．２３７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久米垣生線
松山市越智町３０７番５から

同市北土居町５９８番５まで
平成１５年９月３０日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局建（開）第２０号

平成１５年９月１２日

北条市鹿峰字平松２５１番、２５３番１、２５４番、２５５番、２５６番、２５７番、
２５８番、２５９番、２６１番及び２６６番１

松山市柳井町三丁目６番地１１
有限会社 エイケン
代表取締役 永 井 憲 二

１５八局宇土 第３７７号

平成１５年９月１２日

東宇和郡宇和町大字上松葉１５５番１、１５６番１、１５７番１、１５９番１、
１６０番１、１９１番１、１９２番１及び１９３番１

高知県宿毛市宿毛１１０８番地１
株式会社 田村商事
代表取締役 田 村 章

１５西局建（開）第１５号

平成１５年９月１６日
西条市樋之口字蛭子ノ木２０８番３

西条市樋之口３４２番地３
井 上 幸 弘
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訓 令

公 告

�愛媛県訓令第２５号
保 健 福 祉 部

地 方 局

保 健 所

保健所長に対する事務委任規程の一部を改正する訓令を次

のように定める。

平成１５年９月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

保健所長に対する事務委任規程の一部を改正する訓令

保健所長に対する事務委任規程（昭和３０年愛媛県訓令第８

号）の一部を次のように改正する。

本則中第２４号の５を第２４号の６とし、第２４号の４を第２４号

の５とし、第２４号の３を第２４号の４とし、本則第２４号の２中

「（昭和３２年愛媛県条例第４４号）」を削り、同号を本則第２４

号の３とし、本則第２４号の次に次の１号を加える。

２４の２ 旅館業法施行条例（昭和３２年愛媛県条例第４４号）第

４条の表第３の項第１４号の規定による水質基準に適合しな

い旨の届出の受理に関すること。

本則第２７号の３中「第２条」を「第４条」に改め、本則中

第２７号の７を第２７号の８とし、第２７号の６を第２７号の７とし

、第２７号の５を第２７号の６とし、第２７号の４の次に次の１号

を加える。

２７の５ 公衆浴場設置等の基準等に関する条例第５条第１項

第１８号の規定による水質基準に適合しない旨の届出の受理

に関すること。

本則第２７号の８の次に次の１号を加える。

２７の９ 公衆浴場法施行細則第２条第３項の規定による許可

証の返納を受理すること。

附 則

この訓令は、平成１５年１０月１日から施行する。

�公 告

愛媛県職員の給与及び定員の実態を次のとおり公表します。

平成１５年９月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 給 与 水 準

県職員の給与水準は、ラスパイレス指数で表されますが、本県の平成１４年度におけるラスパイレス指数は、１０２．０です。

ラスパイレス指数とは、各地方公共団体の学歴別・経験年数別の職員数が国家公務員のそれと同じであると仮定し、その職

員数に各地方公共団体の平均給料月額を乗じて得られる給料総額が国家公務員の給料総額に対してどのような割合になるかを

示す指数ですが、上記の本県ラスパイレス指数は、本県の一般行政職の給与水準を、国家公務員の行政職俸給表�適用者のそ

れを１００として比較したものです。

２ 人 件 費 の 状 況

人件費には、一般職の職員（警察関係職員、教育関係職員及び一般行政関係職員をいう。以下同じ。）に支給する給与と、

特別職の職員に支給する知事等特別職の給与、議員の報酬及び期末手当並びに委員等報酬のほか、地方公務員共済組合負担金

、退職手当、恩給及び退職年金、災害補償費等が含まれています。

平成１４年度における普通会計の決算による人件費の状況は、次の表のとおりです。

区 分
住民基本台帳人口
（平成１４年度末）

歳 出 額
（Ａ）

実 質 収 支
人 件 費

（Ｂ）
人 件 費 率
（Ｂ／Ａ）

平 成１３年 度
の 人 件 費 率

１４年度
人

１，５０２，４９６
千円

７０２，３２２，７４９
千円

３７２，３２８
千円

１９５，６７４，７３９
％

２７．９
％

２７．５
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３ 職 員 給 与 費 の 状 況

職員給与費とは、人件費のうち、一般職の職員に対して支給される給料及び扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当

、期末・勤勉手当等の諸手当に要する経費であり、退職手当に要する経費は含まれていません。

平成１５年度６月議会の補正後の歳出予算における職員給与費の状況は、次の表のとおりです。

４ 職員の平均給料月額及び平均年齢の状況

本県では、行政職給料表、公安職給料表、中学校・小学校教育職員給料表、高等学校等教育職員給料表など９種類の給料表

を国に準じて定めているほか、技能労務職員の給料表を定めています。

平成１５年４月１日現在における職員数（企業会計関係職員２，１７３人は、含みません。）は、２１，３１１人です。

このうち、代表的な職種である一般行政職（行政職給料表適用者のうち、税務事務に従事する職員、船員並びに愛媛県立保

育専門学校及び愛媛県立歯科技術専門学校において教育業務に従事する職員（以下「税務職員等」という。）を除いた職員を

いう。以下同じ。）４，６９１人（２２．０パ－セント）、公安職２，２６９人（１０．６パ－セント）、中学校・小学校教育職８，６４３人（４０

．６パ－セント）、高等学校教育職３，０８３人（１４．５パ－セント）及び技能労務職５７５人（２．７パ－セント）の職員の平均給料月

額及び平均年齢の状況は、次の表のとおりです。

５ 職員の初任給の状況

平成１５年４月１日現在における一般行政職、公安職、中学校・小学校教育職及び高等学校教育職の職員の初任給を国のそれ

と比較した状況は、次の表のとおりです。

区 分 職 員 数
（Ａ）

給 与 費 １人当たり
平均給与費
（Ｂ／Ａ）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

１５年度
人

２１，５７１
千円

９６，５５３，７３７
千円

１７，２５４，８５７
千円

４２，４４１，６７１
千円

１５６，２５０，２６５
千円

７，２４４

注 職員数及び給与費は、平成１５年度予算（６月補正後）に計上された数値であり、職員数は、４及び１１に掲げる数（平成

１５年４月１日現在の実職員数）とは一致しません。

区 分

一 般 行 政 職 公 安 職 中 学 校 ・ 小 学 校
教 育 職 高 等 学 校 教 育 職 技 能 労 務 職

行政職給料
表適用者（
税務職員等
を除く。）

公安職給料
表適用者

中学校・小
学校教育職
員給料表適
用者

高等学校等
教育職員給
料表適用者

技能労務職
に係る給料
表適用者

平 均
給 料 月 額

平均
年齢

平 均
給 料 月 額

平均
年齢

平 均
給 料 月 額

平均
年齢

平 均
給 料 月 額

平均
年齢

平 均
給 料 月 額

平均
年齢

愛 媛 県
円

３５９，２１９
４１歳

１０月

円
３７５，０５１

４２歳

５月

円
３８２，６１１

４０歳

１０月

円
３７２，７５５

４０歳

６月

円
３１８，４９８

４４歳

１月

注 平均給料月額は、単純平均したものであり、学歴、経験年数、職位等の要素は、考慮に入れていません。

区 分
愛 媛 県 国

決 定 初 任 給 採 用 ２ 年 経 過
日 給 料 月 額 初 任 給 採 用 ２ 年 経 過

日 給 料 月 額

一 般 行 政 職
大 学 卒 １７１，５００円 １８５，６００円

�種 １８０，９００円 ２００，２００円

�種 １７１，５００円 １８５，６００円

高 校 卒 １３９，５００円 １４９，２００円 �種 １３９，５００円 １４９，２００円

公 安 職
大 学 卒 １９９，４００円 ２１６，１００円 １９９，４００円 ２１６，１００円

高 校 卒 １５７，５００円 １７８，３００円 １５７，５００円 １７８，３００円

中学校・小学

校 教 育 職
大 学 卒 １９９，６８０円 ２１４，５５２円 １９９，６８０円 ２１４，５５２円
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６ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

経験年数とは、おおむね次のとおりです。

� 学歴取得後直ちに本県へ就職した者 県職員として在職した年数

� 学歴取得後無職の期間又は他へ就職していた期間を経て本県へ就職した者 無職の期間の４分の１及び他へ就職してい

た期間のおおむね１０分の８の期間と県職員として在職した期間とを合算した年数

平成１５年４月１日現在における一般行政職、公安職、中学校・小学校教育職、高等学校教育職及び技能労務職の職員の経験

年数別・学歴別平均給料月額の状況は、次の表のとおりです。

７ 一般行政職の級別職員数の状況

本県における一般行政職の職員に適用される行政職給料表は、職務により１級から１１級までの１１区分に分かれており、これ

らは、国の行政職俸給表�の区分と同じです。

平成１５年４月１日現在における級別職員数とその構成比は、次の表のとおりです。

高 等 学 校

教 育 職
大 学 卒 １９９，６８０円 ２１４，５５２円 １９９，６８０円 ２１４，５５２円

区 分 経 験 年 数 １０ 年 経 験 年 数 １５ 年 経 験 年 数 ２０ 年

一 般 行 政 職
大 学 卒 ２７９，７９２円 ３４０，５８３円 ３９７，０３５円

高 校 卒 ２１４，６７１円 ２８２，５５５円 ３５２，８４３円

公 安 職
大 学 卒 ２８７，９５０円 ３６３，８５５円 ４１４，５９０円

高 校 卒 ２４８，０６４円 ２９４，６４０円 ３７１，１２２円

中 学 校 ・ 小 学 校

教 育 職
大 学 卒 ３１９，１０６円 ３７１，４８５円 ４０９，９９０円

高 等 学 校 教 育 職 大 学 卒 ３１９，４７４円 ３７７，５８２円 ４１５，３８４円

技 能 労 務 職 高 校 卒 ２０２，２５０円 ２４９，９４７円 ２９１，１６７円

区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級 ８ 級 ９ 級 １０ 級 １１ 級 計

標準的な職

務 の 内 容

主 事

技 師

主 事

技 師

主 事

技 師
主 査 係 長 専門員

課 長

補 佐
課 長 参 事 局 長 部 長

職 員 数
人
３７

（ ０）

人
２９６
（ ０）

人
３４３
（ ４）

人
５６９
（ ０）

人
５６０
（ ０）

人
１，０４７
（ ０）

人
１，１３７
（ ０）

人
５６１
（ ０）

人
７５

（ ０）

人
５１

（ ０）

人
１５

（ ０）

人
４，６９１
（ ４）

構 成 比
％
０．８
（ ０）

％
６．３
（ ０）

％
７．３

（１００．０）

％
１２．１
（ ０）

％
１１．９
（ ０）

％
２２．３
（ ０）

％
２４．３
（ ０）

％
１２．０
（ ０）

％
１．６
（ ０）

％
１．１
（ ０）

％
０．３
（ ０）

％
１００．０
（１００．０）

１ 年 前 の

構 成 比

％
１．０
（ ０）

％
６．３
（ ０）

％
７．７

（１００．０）

％
１２．７
（ ０）

％
１１．６
（ ０）

％
２３．１
（ ０）

％
２２．９
（ ０）

％
１２．０
（ ０）

％
１．３
（ ０）

％
１．１
（ ０）

％
０．３
（ ０）

％
１００．０
（１００．０）

５ 年 前 の

構 成 比

％
１．１

％
６．７

％
１３．３

％
１２．０

％
１０．６

％
２４．６

％
１７．２

％
１１．３

％
１．８

％
１．１

％
０．３

％
１００．０

注１ 標準的な職務の内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

２ （ ）内は、再任用短時間勤務職員数とその構成比であり、外書きです。

本県の状況を国と比較して図示すると、次のとおりです。
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８ 昇給期間短縮の状況

５５歳未満の職員は、１２月ないし２４月の期間を良好な成績で勤務すれば、昇給できることになっていますが、勤務成績が特に

優秀な職員、良好な成績で多年勤続し退職する職員等については、国に準じて、その期間を短縮して昇給できるようになって

おり、これを特別昇給といいます。

また、新たに採用された職員についても、国に準じて、一定の条件を設けて昇給期間を短縮しています。

これらの昇給期間短縮の実施状況は、次の表のとおりです。

９ 職 員 手 当 の 状 況

職員には、基本給としての給料のほか、各職員の生活実態及び勤務条件の違い等を考慮して、各種の手当を支給しています

。

主な手当は、次の表のとおりであり、おおむね国と同じ内容となっています。

なお、調整手当は、医師の採用を容易にするとともに、生計費の高い地域における生活状況を考慮して、また、特殊勤務手

当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な業務に従事する職員に、その勤務の特殊性に基づき、それぞれ支給するものです

。

� 扶養手当

１級
０．８％

９級 １０級 １１級
１．６％ １．１％ ０．３％

愛
媛
県

２級
６．３％

３級
７．３％

４級
１２．１％

５級
１１．９％

６級
２２．３％

７級
２４．３％

８級
１２．０％

国
２級
７．９％

３級
１９．０％

４級
２１．２％

５級
１２．０％

６級
１６．１％

７級
１０．０％

８級
８．３％

１級
２．１％

９級 １０級 １１級
１．８％ ０．９％ ０．７％

区 分 一般行政職 公 安 職
中学校・小

学校教育職

高 等 学 校

教 育 職
技能労務職 計

１４

年

度

職 員 数（Ａ） ４，７４４人 ２，２１６人 ８，６１２人 ３，１３５人 ６００人 １９，３０７人

成 績 特 昇（Ｂ） ７１１人 ３３２人 １，２９１人 ４７０人 ９０人 ２，８９４人

比 率（Ｂ／Ａ） １５．０％ １５．０％ １５．０％ １５．０％ １５．０％ １５．０％

退職時特昇（Ｃ） １１９人 ４４人 １４８人 １４４人 １２人 ４６７人

比 率（Ｃ／Ａ） ２．５％ ２．０％ １．７％ ４．６％ ２．０％ ２．４％

初任給短縮（Ｄ） １２３人 １２１人 １９２人 １９５人 ８人 ６３９人

比 率（Ｄ／Ａ） ２．６％ ５．５％ ２．２％ ６．２％ １．３％ ３．３％

１３

年

度

職 員 数（Ａ） ４，７６２人 ２，２１５人 ８，６０６人 ３，１５１人 ６１０人 １９，３４４人

成 績 特 昇（Ｂ） ７１４人 ３３２人 １，２９０人 ４７２人 ９１人 ２，８９９人

比 率（Ｂ／Ａ） １５．０％ １５．０％ １５．０％ １５．０％ １４．９％ １５．０％

退職時特昇（Ｃ） １１８人 ５６人 １５７人 １４１人 １６人 ４８８人

比 率（Ｃ／Ａ） ２．５％ ２．５％ １．８％ ４．５％ ２．６％ ２．５％

初任給短縮（Ｄ） １１０人 ７５人 ８８人 １９５人 １人 ４６９人

比 率（Ｄ／Ａ） ２．３％ ３．４％ １．０％ ６．２％ ０．２％ ２．４％
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� 調整手当

� 住居手当

� 通勤手当

区 分 配 偶 者
配偶者以外の
扶養親族のう
ち２人まで

扶養親族でない
配偶者を有する
職員の扶養親族
のうち１人

配偶者のない
職員の扶養親
族のうち１人

そ の 他 の

扶 養 親 族

満１５歳に達する日後の最初
の年度初めから満２２歳に達
する日以後の最初の年度末
までの子

愛 媛 県 １４，０００円 ６，０００円 ６，５００円 １１，０００円 ５，０００円 １人につき５，０００円加算

国 １４，０００円 ６，０００円 ６，５００円 １１，０００円 ５，０００円 １人につき５，０００円加算

区 分 支 給 対 象 地 域 支 給 率 支 給 対 象 職 員 数 国の支給率
支 給 対 象 職 員 １ 人

当 た り 平 均 支 給 年 額

医 師 １０％ ２８人 １０％

５９２，８４７円

医 師 以 外

東 京 都 （ 特 別 区 ） １２％ ２６人 １２％

大 阪 府 （ 大 阪 市 ） １０％ ５人 １０％

注１ 支給対象職員数は、平成１５年４月１日現在の職員数です。

２ 支給対象職員１人当たり平均支給年額は、平成１４年度の実績によるものです。

区 分 借 家 ・ 借 間 居 住 者 持 家 居 住 者

愛 媛 県

全 額 支 給 限 度 額 １１，０００円

持 家 居 住 者 ３，５００円

最 高 支 給 限 度 額 ２７，０００円

国

全 額 支 給 限 度 額 １１，０００円 新築・購入から５年間 ２，５００円

最 高 支 給 限 度 額 ２７，０００円 そ の 他 １，０００円

区 分 交 通 機 関 利 用 者 交 通 用 具 使 用 者

愛 媛 県

全 額 支 給 限 度 額 ４５，０００円

片道５�未満 ２，５００円

片道５�以上１０�未満 ４，９００円

片道１０�以上１５�未満 ８，１００円

片道１５�以上２０�未満 １０，４００円

片道２０�以上２５�未満 １２，７００円

片道２５�以上３０�未満 １５，０００円

片道３０�以上３５�未満 １７，３００円

片道３５�以上４０�未満 １９，６００円

片道４０�以上４５�未満 ２１，９００円

片道４５�以上５０�未満 ２４，２００円

最 高 支 給 限 度 額 ５２，５００円

片道５０�以上５５�未満 ２６，５００円

片道５５�以上６０�未満 ２８，８００円

片道６０�以上６５�未満 ３１，１００円

片道６５�以上７０�未満 ３３，４００円

片道７０�以上７５�未満 ３５，７００円

片道７５�以上８０�未満 ３８，０００円

片道８０�以上８５�未満 ４０，３００円

片道８５�以上９０�未満 ４２，６００円

片道９０�以上９５�未満 ４４，９００円

片道９５�以上 ４７，２００円
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� 特殊勤務手当

� 超過勤務手当

� 期末・勤勉手当

国

全 額 支 給 限 度 額 ４５，０００円

片道５�未満 ２，０００円

片道５�以上１０�未満 ４，１００円

片道１０�以上１５�未満 ６，５００円

片道１５�以上２０�未満 ８，９００円

片道２０�以上２５�未満 １１，３００円

最 高 支 給 限 度 額 ５０，０００円

片道２５�以上３０�未満 １３，７００円

片道３０�以上３５�未満 １６，１００円

片道３５�以上４０�未満 １８，５００円

片道４０�以上 ２０，９００円

職員全体に占
める手当支給
職員数の割合

支給対象職員
１ 人 当 た り
平均支給年額

手 当 数
代 表 的 な 手 当 の 名 称

支 給 額 の 多 い 手 当 多 く の 職 員 に 支 給
さ れ て い る 手 当

５５．３％ ５６，１８１円 ５８

１ 教員特殊業務手当

２ 教育業務連絡指導手当

３ 私服員が主として従事する
犯罪予防若しくは捜査又は被
疑者逮捕作業手当

４ 夜間特殊作業手当

５ 警ら作業手当

１ 教員特殊業務手当

２ 教育業務連絡指導手当

３ 緊急業務処理作業手当

４ 私服員が主として従事する
犯罪予防若しくは捜査又は被
疑者逮捕作業手当

５ 夜間特殊作業手当

注 支給対象職員１人当たり平均支給年額は、平成１４年度の実績によるものです。

区 分 支 給 総 額 職員１人当たり平均支給年額

１４ 年 度 ３，６０１，００７千円 １８９千円

１３ 年 度 ３，４４７，１２６千円 １８０千円

区 分 愛 媛 県 国

期 末 手 当

６ 月 期 １．５５月分 （０．８５月分） １．５５月分 （０．８５月分）

１２ 月 期 １．７ 月分 （０．９月分） １．７ 月分 （０．９月分）

計 ３．２５月分 （１．７５月分） ３．２５月分 （１．７５月分）

勤 勉 手 当

６ 月 期 ０．７ 月分 （０．３５月分） ０．７ 月分 （０．３５月分）

１２ 月 期 ０．７ 月分 （０．３５月分） ０．７ 月分 （０．３５月分）

計 １．４ 月分 （０．７月分） １．４ 月分 （０．７月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 有

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、６月期と１２月期の期末手当のうち、それぞれ０．２月分を勤勉手当に

振り替えています。

２ （ ）内は、再任用短時間勤務職員に係る支給割合です。
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� 退職手当

１０ 特別職の報酬等の状況

平成１５年４月１日現在における特別職の職員の給料又は報酬月額及び期末手当の支給割合は、次の表のとおりです。

１１ 定員の状況

平成１４年及び平成１５年の各年の４月１日現在の部門別職員数の状況と平成１５年の職員数の主な増減理由並びに定員適正化計
ちょく

画の数値目標及び進捗状況は、次のとおりです。

� 部門別職員数の状況と平成１５年の職員数の主な増減理由

区 分
愛 媛 県 国

自 己 都 合 勧 奨 ・ 定 年 自 己 都 合 勧 奨 ・ 定 年

勤 続 ２０ 年 ２１．０ 月分 ２８．８７５月分 ２１．０ 月分 ２８．８７５月分

勤 続 ２５ 年 ３３．７５月分 ４４．５５月分 ３３．７５月分 ４４．５５月分

勤 続 ３５ 年 ４７．５ 月分 ６２．７ 月分 ４７．５ 月分 ６２．７ 月分

最 高 限 度 額 ６０．０ 月分 ６２．７ 月分 ６０．０ 月分 ６２．７ 月分

そ の 他 の 加 算 措 置
定年前早期退職者特例措置
（２％～２０％加算）

定年前早期退職者特例措置
（２％～２０％加算）

退 職 時 特 別 昇 給 １号給（勤続２０年以上） １号俸（勤続２０年以上）

１ 人 当 た り

平 均 支 給 額

公 安 職 １，８２２千円 ３０，１６５千円

教 育 職 ２，９１４千円 ３０，２９６千円

そ の 他 ２，９５１千円 ２８，９２２千円

注１ １人当たり平均支給額は、平成１４年度の実績によるものです。

２ １人当たり平均支給額その他の欄は、公安職及び教育職を除くすべての職員に係るものです。

区 分 給 料 又 は 報 酬 月 額 期 末 手 当

知 事 １，２５４，０００円 （１，３２０，０００円）

副 知 事 ９５９，５００円 （１，０１０，０００円） ６月期 １．７ 月分

出 納 長 ８３６，０００円 （ ８８０，０００円） １２月期 １．８ 月分

議 長 ９２１，５００円 （ ９７０，０００円） 計 ３．５ 月分

副 議 長 ８２６，５００円 （ ８７０，０００円）

議 員 ７７９，０００円 （ ８２０，０００円）

注 給料又は報酬月額は、知事等の給与の特例に関する条例（平成１４年愛媛県条例第５号）及び愛媛県議会議員の報酬の特

例に関する条例（平成１４年愛媛県条例第３２号）に基づき５％減額した後の額であり、（ ）内は減額前の額を記載してい

ます。
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（各年４月１日現在）

区 分
平成１３年

（計画前年）

平成１４年

（計画１年目）

平成１５年

（計画２年目）
計

（ 参 考 ）

数 値 目 標

減 員 ８６ ９６ １８２

一般行政部門
増 員 ７０ ６２ １３２

差 引 △１６ △３４ △５０（５４．３％） △９２

職 員 数 ４，５８６ ４，５７０ ４，５３６ ４，５３６ ４，４９４

注１ 計画期間は、平成１４年度から平成１７年度までの４年間です。
ちょく

２ （ ％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示すものです。

職 員 数 対 前 年

増 減 数
主 な 増 減 理 由

平成１４年 平成１５年

一般

行政

部門

議 会 ３７ ３６ △ １ 事務処理体制の効率化による減

総 務 企 画 ６８０ ６７０ △１０ 地域振興業務執行体制の効率化による減等

税 務 １９３ １８９ △ ４ 事業量に見合う適正配置

民 生 ３７５ ３６１ △１４ 知的障害者福祉業務の市町村への権限移譲に伴う措置業務の減等

衛 生 ５９８ ６０５ ７ 動物愛護センターの開設等

労 働 １００ ９７ △ ３ 女性職業センターの廃止等

農 林 水 産 １，２９５ １，２８１ △１４ 農業改良普及センターの再編等

商 工 １９７ ２１８ ２１ 南予地域観光振興イベント開催準備業務の増等

土 木 １，０９５ １，０７９ △１６ 中山川ダム建設事務所の廃止等

小 計 ４，５７０
（８）

４，５３６
（５）

△３４
（△ ３）

特別

行政

部門

教 育 １４，１２２ １４，０７１ △５１ 児童生徒数の減少による教職員の減等

警 察 ２，６５１ ２，７０４ ５３ 警察官の増員等

小 計 １６，７７３
（７）

１６，７７５
（９）

２
（２）

合 計 ２１，３４３
（１５）

２１，３１１
（１４）

△３２
（△ １）

注１ 職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者及び派遣職員を含み、臨時又は非常勤

の職員は含まれていません。

２ （ ）内は、再任用短時間勤務職員の数であり、外書きです。

３ この表は、従事する職務の部門ごとの職員の集計であり、前記４、７及び８の適用給料表ごとに集計した職員数とは

一致しません。

４ 一般行政部門には、知事の事務部局（愛媛県立医療技術短期大学を除く。）のほか、人事委員会、議会、監査委員及

び労働委員会の事務部局が含まれています。

ちょく

� 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

ア 定員適正化目標（率・数）

平成１４年度から平成１７年度までの４年間で一般行政部門の職員数を２．０％（９２人）削減します。

イ 定員適正化手法の概要

スクラップ・アンド・ビルドの徹底、事務事業や組織・機構の整理合理化、アウトソーシングの推進、ＩＴ技術の積

極的な活用、中長期的視点に立った計画的な職員採用などにより定員の縮減及び増員の抑制に努めます。
ちょく

ウ 定員適正化計画の進捗状況（実績）

（各年４月１日現在）
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�公 告

愛媛県保育士試験の合格者について

平成１５年愛媛県保育士試験の合格者は、次のとおりである

。

平成１５年９月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

ちょく

エ 定員適正化計画の進捗状況（実績）の内訳

（各年４月１日現在）

区 分
平成１３年

（計画前年）
平成１４年

（計画１年目）
平成１５年

（計画２年目）
計 手法（事由）の概要

議 会

減 員 ０ １ １ （減員）

増 員 ０ ０ ０ 事務処理体制の効率化による減

差 引 ０ △１ △１

職員数 ３７ ３７ ３６ ３６

総 務

企 画

減 員 ３１ ２０ ５１ （減員）

一 増 員 ２２ １０ ３２ 地域振興業務執行体制の効率化による減等

差 引 △９ △１０ △１９ （増員）

職員数 ６８９ ６８０ ６７０ ６７０ 市町村合併推進体制の強化等

減 員 ０ ４ ４ （減員）

税 務
増 員 ５ ０ ５ 事業量に見合う適正配置

般 差 引 ５ △４ １

職員数 １８８ １９３ １８９ １８９

民 生

減 員 ６ １７ ２３ （減員）

増 員 １１ ３ １４ 知的障害者福祉業務の市町村への権限移譲に伴う措置業務の減等

差 引 ５ △１４ △９ （増員）

行 職員数 ３７０ ３７５ ３６１ ３６１ 児童相談業務体制の強化等

衛 生

減 員 ６ １１ １７ （減員）

増 員 １３ １８ ３１ 健康増進センターの再編等

差 引 ７ ７ １４ （増員）

職員数 ５９１ ５９８ ６０５ ６０５ 動物愛護センターの開設等

政

労 働

減 員 １ ３ ４ （減員）

増 員 １ ０ １ 女性職業センターの廃止等

差 引 ０ △３ △３

職員数 １００ １００ ９７ ９７

農 林

水 産

減 員 ２６ ２４ ５０ （減員）

部 増 員 ５ １０ １５ 農業改良普及センターの再編等

差 引 △２１ △１４ △３５ （増員）

職員数 １，３１６ １，２９５ １，２８１ １，２８１ 農業試験研究体制の強化等

商 工

減 員 ４ ０ ４

増 員 １１ ２１ ３２

門 差 引 ７ ２１ ２８ （増員）

職員数 １９０ １９７ ２１８ ２１８ 南予地域観光振興イベント開催準備業務の増等

土 木

減 員 １２ １６ ２８ （減員）

増 員 ２ ０ ２ 中山川ダム建設事務所の廃止等

差 引 △１０ △１６ △２６

職員数 １，１０５ １，０９５ １，０７９ １，０７９

愛 媛 県 報平成１５年９月３０日 第１４９６号
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公安委員会規則

地方労働委員会告示

�愛媛県公安委員会規則第１４号
高齢者講習に関する規則の一部を改正する規則を次のよう

に定める。

平成１５年９月３０日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

高齢者講習に関する規則の一部を改正する規則

高齢者講習に関する規則（平成１０年愛媛県公安委員会規則

第８号）の一部を次のように改正する。

様式第１号中

住 所
「

を
」

住 所

運転免許証の

有 効 期 間

「

に

」

改める。

附 則

この規則は、平成１５年１０月１日から施行する。

�愛媛県地方労働委員会告示第２号
当委員会は、地方公営企業労働関係法（昭和２７年法律第２

８９号）第５条第２項の規定に基づき、松山市公営企業局の職

員が結成し、又は加入する労働組合について、職員のうち労

働組合法（昭和２４年法律第１７４号）第２条第１号に規定する

者の範囲を平成１５年９月１９日認定したので、労働組合法第２

条第１号に規定する者の範囲（昭和４２年８月愛媛県地方労働

委員会告示第１号）の一部を次のように改正する。

平成１５年９月３０日

愛媛県地方労働委員会

会 長 白石 喜徳

表以外の部分中「松山市公営企業労働組合」を「労働組合

」に改める。

表を次のように定める。

勤務個所 労働組合法第２条第１号に規定する者

本庁 管理者、部長、企画官、課長、専門監、
主幹、総務課に属する職員で秘書、人事
及び法規に関する事務を担当する者（課
長、専門監及び主幹を除く。）、財政課
に属する職員で経理に関する事務を担当
する者（課長、専門監及び主幹を除く。
）

水管理センター 企画官、センター長、管理監、主幹

受験番号 氏 名 受験番号 氏 名

１ 田 中 梨 絵 １０３ 上 甲 利 沙

２ 井 口 み わ １０５ 渡 部 律 子

７ 大 野 絵 美 １１１ 川 道 さやか

８ 濱 田 涼 子 １１６ � 弘 明 子

１０ 森 岡 知 里 １２６ 出 水 史

１１ 新 居 千 明 １３４ 大 沼 由記子

２１ 酒 井 勝 子 １３５ 片 平 恵 美

２５ 上 甲 菜々子 １３８ 田 中 緑

２６ 南 由有子 １４７ 三 浦 育 美

３１ 久 徳 典 代 １４９ 藤 原 亜希子

４０ 池 田 民 子 １５４ 大 西 純

４８ 堀 切 良 子 １５５ 武 智 宏 絵

５１ 佐々木 恵 １５７ 吉 田 直 子

５２ 大 西 正 恵 １７７ 村 上 知 子

５３ 武 智 和 美 １８８ 小 原 祐 子

５５ 横 畠 陽 子 ２１４ 立 入 雅 子

５８ 秋 本 幸 ２１８ 勝 見 慶 子

６６ 井 上 美 詠 ２１９ 加 藤 早 苗

７２ 井 上 ル ミ ２３４ 為 頼 真 弓

７３ 加 地 寿 江 ２５２ 前 田 尚 子

７６ 泉 良 枝 ２６２ 村 上 愛

８３ 二 神 則 子 ２６８ 高 橋 彩 乃

９０ 大 森 恵 ２８３ 荻 野 律 子

１０２ 佐々木 こずえ

平成１５年９月３０日 印刷
平成１５年９月３０日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１０２２
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